
鳥取県外国人介護留学生受入事業者に対する奨学金支援事業補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、鳥取県補助金等交付規則（昭和３２年鳥取県規則第２２号。以下「規則」と

いう。）第４条の規定に基づき、鳥取県外国人介護留学生受入事業者に対する奨学金支援事業補

助金（以下「本補助金」という｡）の交付について、規則に定めるもののほか、必要な事項を定

めるものとする。 

 

（目的） 

第２条 本補助金は、介護福祉士の資格取得を目指して在留資格「留学」で来日し、介護福祉士養

成施設への入学を前提とし日本語学校に在学する外国籍の者及び介護福祉士養成施設に在学する

外国籍の者（以下「留学生」という。）に対し、留学期間中の学費や生活費等を貸与又は給付

し、将来、当該留学生を本県において介護の専門職として雇用しようとする介護事業者等の負担

を軽減することにより、県内の介護人材の確保を図ることを目的とする。 

 

（補助金の交付） 

第３条 県は、前条の目的を達成するため、別表の第１欄に掲げる事業（以下「補助事業」とい

う。）を行う同表第２欄に掲げる者（以下「事業実施主体」という。）に対し、予算の範囲内で

本補助金を交付する。 

２ 前項にかかわらず、留学生が介護福祉士修学資金貸付事業等類似する他の公的補助を受けてい

る場合は、補助事業の対象としない。ただし、補助事業に要する別表の第４欄に掲げる各経費

（以下「補助対象経費」という。）が他制度と重複しない場合は補助事業の対象とすることがで

きる。 

３ 第１項にかかわらず、日本語学校又は介護福祉士養成施設を退学した留学生に係る当該退学し

た日の属する年度の経費については、補助対象経費から除外する。 

４ 補助対象期間は留学生１名につき、別表の第３欄に定める期間とする。 

５ 本補助金の額は、補助対象経費の額ごとに別表の第５欄に定める額（以下「基準額」とい

う。）を上限として、第６欄に定める率（以下「補助率」という。）を乗じて得た額以下（千円

未満の端数があるときは、これを切り捨てる）とする。 

 

（交付の条件） 

第４条 この補助金の交付の決定については、次の条件を付すものとする。 

（１）本補助金と補助事業に係る証拠書類の管理については、補助事業に係る収入及び支出を明ら

かにした調書を作成するとともに、補助事業に係る収入及び支出について証拠書類を整理し、

かつ、当該調書及び証拠書類を補助事業が完了する日（補助事業の中止又は廃止の承認を受け

た場合には、その承認を受けた日）の属する年度の終了後から５年間保管しておかなければな

らない。 

（２）事業実施主体は、補助事業の実施にあたり、貸付額、貸付期間、貸付方法、返還及び返還の

免除等について規定する貸与規程又は給付規程等の規程を定めなければならない。 

 

（交付申請の時期等） 

第５条 本補助金の交付申請は、福祉保健部ささえあい福祉局長寿社会課長及び障がい福祉課長が

別に定める日までに行わなければならない。 

２ 規則第５条の申請書に添付すべき同条第１号及び第２号に掲げる書類は、様式第１号及び様式

第２号によるものとする。 

 

（交付決定の時期等） 

第６条 本補助金の交付決定は、原則として、交付申請を受けた日から２０日以内に行うものとす

る。 



２ 本補助金の交付決定通知は、様式第３号によるものとする。 

 

（承認を要しない変更） 

第７条 規則第１２条第１項の知事が別に定める変更は、補助金の増額及び２割を超える減額以外

の変更とする。 

２ 第６条第１項の規定は、変更等の承認について準用する。 

 

（補助金の返還） 

第８条 知事は、規則第２１条第１項及び第３項の規定により交付決定を取り消した場合のほか、

補助金の交付を受ける者（以下「補助事業者」という。）が次の各号のいずれかに該当するとき

は、既に交付した補助金の一部若しくは全額を返還させるものとする。 

（１）知事の承認を受けて、補助事業を中止又は廃止したとき。 

（２）対象となる留学生が、日本語学校又は介護福祉士養成施設を卒業できなかったとき。 

（３）対象となる留学生が、介護福祉士養成施設を卒業後、事業実施主体の有する県内施設又は事

業所において、介護福祉士として介護等の業務に５年間従事しなかったとき。 

（４）前３号のほか、補助対象となった留学生に貸与又は給付した費用が返還されたとき。 

２ 補助事業者は、県内での介護サービス又は障害福祉サービスの事業継続に努めるものとし、１

０年以内に正当な理由なく事業を休止又は廃止するときは、規則第２１条の規定により補助金の

交付決定の全部又は一部を取り消すことがある。この場合、規則第２２条の規定により補助金の

返還を命ぜられたときは、当該金額を返還しなければならない。 

 

（実績報告の時期等） 

第９条 規則第１７条第１項の規定による報告は、次に掲げる日までに行わなければならない。 

（１）規則第１７条第１項第１号又は第２号の場合にあっては、補助事業の完了又は中止若しくは

廃止の日から２０日を経過する日 

（２）規則第１７条第１項第３号の場合にあっては、補助事業等の完了予定年月日の属する年度の

翌年度の４月２０日 

２ 規則第１７条第１項の報告書に添付すべき同条第２項第１号及び第２号に掲げる書類は、それ

ぞれ様式第１号及び様式第２号によるものとする。 

 

（現況報告） 

第10条 事業実施主体は、補助交付年度の翌年度から、補助の対象となった留学生が介護福祉士養

成施設を卒業して５年間が経過するまでの間、毎年度４月２０日までに前年度における留学生の

状況について、様式第３号により知事に報告しなければならない。ただし、当該留学生が補助対

象となった補助交付年度の翌年度においても補助対象となる場合又は補助金の返還の決定を受

け、当該補助金の全額を既に返還した場合は、この限りでない。 

 

（雑則） 

第11条 規則及びこの要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、福祉保健

部長が別に定める。 

 

附 則 

この要綱は、令和２年６月３０日から施行し、令和２年４月１日以降に日本語学校又は介護福祉

士養成施設に入学した留学生に対する補助事業から適用する。 

 

附 則 

この要綱は、令和４年８月１７日から施行し、令和４年度事業から適用する。 

 

附 則 



この要綱は、令和６年１１月５日から施行し、令和６年度事業から適用する。 

 

附 則 

この要綱は、令和７年３月１１日から施行し、令和６年度事業から適用する。 

 

附 則 

この要綱は、令和８年４月８日から施行し、令和８年度事業から適用する。 



別表 

１ 補助事業 ２ 事業実施主体 ３ 補助対象期間 ４ 補助対象経費 ５ 基準額 ６ 補助率 

介護福祉士の資格取

得を目指す留学生に

対し留学期間中の学

費や生活費等を貸与

又は給付する事業 

（給付型及び返還免

除条件付きの貸与型

奨学金） 

（１）鳥取県内に所在する

介護サービス事業者（介

護保険法、老人福祉法及

び高齢者の居住の安定確

保に関する法律に基づく

介護サービス事業者とす

る。）及び病院 

（２）鳥取県内に所在する

障害福祉サービス事業者

（障害者の日常生活及び

社会生活を総合的に支援

するための法律に基づく

障害福祉サービス事業者

とする。） 

日本語学校 

（１年以内） 

学費（※１） 年額 600,000円以内 １／３ 

居住費などの生活費 

(※２） 

年額 360,000円以内 

介護福祉士養成施設 

（２年以内） 

学費（※１） 

 

年額 600,000円以内 

入学準備金 

 

200,000円以内 

（１回限り） 

就職準備金 

 

200,000円以内 

（１回限り） 

介護福祉士試験受験

対策費用 

一年度 40,000円以内 

居住費などの生活費 

(※２） 

年額 360,000円以内 

 

※１…「学費」と別に設定されている費用（例：施設利用料、実習費等）も含めて貸与又は給付が行われている場合、事業実施主体が必要と判

断するものであれば対象として差し支えない。 

※２…民間賃貸住宅の家賃のほか、食費・光熱費等日常生活上で継続的に発生する経費。（学費・介護福祉士試験受験対策費用を除く。）通学

等のための交通費等についても、事業実施主体が必要と判断するものであれば対象として差し支えない。 

なお、事業実施主体が現行の補助基準額を超えて介護人材の確保に向け積極的に支援を行った場合に限り、以下①②のとおり基準額の加

算を行っても差し支えないこととする。 

① 年額 240,000円以内の加算 

② 入居に係る初期費用等について、該当月に限り、月 50,000円以内の加算



様式第１号（第５・９条関係）

日本語学校在籍者 名

養成施設在籍者（１年目） 名

養成施設在籍者（２年目） 名

合計 名

年 月 日

～ 年 月 日

※貸付規定等を添付することにより省略可

※交付申請時は、別紙２（在学証明書）を添付すること。
※実績報告時は、別紙３（修了証明書）を添付すること。

事業担当者連絡先

事業内容

氏名：

TEL：

E-mail:

事業計画（報告）書

補助対象者数

　別紙１に記載事業対象の留学生の状況

事業実施期間

事業（留学生への支援）により
期待される効果



別紙１（様式第１号関係）

　

１．補助対象期間

２．留学生の概要

３．日本での就学状況

（１）日本語学校

（２）介護福祉士養成施設

４．就職する県内事業所

５．その他

事業実施計画（報告）書

学校名、学科名

所在地

補助対象期間 　　　年　　月　　日　　～　　年　　月　　日

留学生氏名

（日本語表記） （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

所在地

所在地

生年月日

学校名、学科名

国籍

在留期間始期 　　　年　　月　　日

在留期間終期 　　　年　　月　　日

施設名

入学年月日 　　　年　　月　　日

　　　年　　月　　日

卒業（予定）年月日 　　　年　　月　　日

入学（予定）年月日

就労（予定）年月日 　　　年　　月　　日

卒業（予定）年月日 　　　年　　月　　日

所在地



別紙２（様式第１号関係）

氏　名

入 学 年 月 日

修学課程・学年

　　上記の者は本校に在学していることを証明します。

鳥取県知事　様

年 月 日

校 長 名

住 所

学 校 法 人 名

学 校 名

在学証明書

（日本語表記）

生 年 月 日



別紙３（様式第１号関係）

氏　名

入学年度・課程名

修了した課程・学年

　　上記の者は本校の上記の課程を修了していることを証明します。

鳥取県知事　様

年 月 日

修了証明書

（日本語表記）

生 年 月 日

学 校 名

校 長 名

住 所

学 校 法 人 名



様式第２号（第５条・第９条関係）

1.収入の部

（単位：円）

区　分 本年度予算額 本年度決算額 比　較 備　考

県補助金 0

事業者負担額 0

寄付金その他の収入
額

0

計 0 0 0

（注1）補助金、自己資金等の財源ごとに記載すること。

（注2）寄付金その他の収入額がある場合には、備考にその詳細を記載すること。

2.支出の部

（単位：円）

区　分 今年度予算額 本年度決算額 比　較 備　考

給付費
（給付の場合）

0

貸付金
（貸与の場合）

0

計 0 0 0

（注）備考欄には経費の内訳を記載すること。

収支予算（決算）書



別紙（様式第２号関係）

（１）日本語学校に在籍する留学生を対象とした事業 (単位：円）

他支援制度 他支援制度 基準額 補助所要額 補助率 補助金額

支給額 返還額 実支出額 活用の有無 の名称 （ＡとＤのうち低い額） （Ｅ×Ｆ）

Ａ1 Ａ2
Ａ＝（Ａ１－Ａ２） Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ

学費 0 600,000 0

居住費などの生活費 0 360,000 0

加算 0 290,000 0

学費 0 600,000 0

居住費などの生活費 0 360,000 0

加算 0 290,000 0

合　計 0 0 0 0 0

（２）介護福祉士養成施設に在籍する留学生を対象とした事業 (単位：円）

他支援制度 他支援制度 基準額 補助所要額 補助率 補助金額

支給額 返還額 実支出額 活用の有無 の名称 （ＡとＤのうち低い額） （Ｅ×Ｆ）

Ａ1 Ａ2
Ａ＝（Ａ１－Ａ２） Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ

学費 0 600,000 0

入学準備金 0 200,000 0

就職準備金 0 200,000 0

介護福祉士試験受験対策費用 0 40,000 0

居住費などの生活費 0 360,000 0

加算 0 290,000 0

学費 0 600,000 0

入学準備金 0 200,000 0

就職準備金 0 200,000 0

介護福祉士試験受験対策費用 0 40,000 0

居住費などの生活費 0 360,000 0

加算 0 290,000 0

合　計 0 0 0 0 0

（１）＋（２）の合計（円） 0 0

（注）1.補助対象経費は、申請年度に係る経費のみを記入すること。　

　　　2.Ａ２欄は、貸与型奨学金において留学生から奨学金の返還を受ける場合に、申請年度の支給額に応じた返還額を記載すること。
　　　3.Ｂ欄及びＣ欄は、介護福祉士就学資金貸付事業等類似する他の支援制度の活用状況について記載すること。

　　　4.Ｅ欄は、Ａ欄とＤ欄のうちいずれか低い額を記載すること。

　　　5.Ｇ欄は、Ｅ欄にＦ欄の補助率を乗じた額とし、1,000円未満の端数が生じたときは、切り捨てること。

　　　6.行が足りない場合は、適宜、行を追加すること。

留学生の氏名
(日本語表記）

留学生の氏名
（日本語表記）

補助対象経費

１／３

補助金所要（精算）額調書

前年度におけ
る補助金活用

の有無

補助対象経費

0

１／３

１／３

0

0

0１／３



様式第３号（第１０条関係）

鳥取県知事　様

法人所在地

法人名称

代表者氏名

１　留学生の現況報告一覧（様式第３号別紙１）

２　在職証明書（様式第３号別紙２）

３　その他添付書類
・留学生を雇用していることを証する書類（雇用保険被保険者証の写し等）
・介護福祉士登録証の写し

記

　このことについて、鳥取県外国人介護留学生受入事業者に対する奨学金支援事業補助金交付要綱第１
０条の規定に基づき、関係書類を添えて報告します。

　　年　　月　　日

鳥取県外国人介護留学生受入事業者に対する奨学金支援事業現況報告書



別紙１（様式第３号関係）

学校名 住所 入学年月 卒業年月 学校名 住所 入学年月 卒業年月 施設名 住所 就労年月日

1

2

3

4

5

（注）１　補助事業終了後から、介護福祉士養成施設卒業後５年を経過するまでの留学生について記入する事

（ただし、引き続き補助金の交付決定を受けている者及び途中帰国等によりすでに補助金の返還決定を受けている者は除く）

２　法人内の施設で就労中の場合は、在職証明及び雇用保険被保険者証等の写しを添付すること。

３　介護福祉士登録を行った者については、介護福祉士登録証の写しを添付すること。

４　行が不足する場合は、適宜追加すること

2023/3/31 鳥取県〇〇市〇〇町 2023/4/1 〇or× 2023/4/202020/4/1 2021/3/31 〇〇学校 鳥取県○○市○○町 2021/4/1インドネシア 2020/4/1 2024/4/1 〇〇学校 鳥取県○○市○○町

就職事業所 介護福祉士
資格取得状況

介護福祉士
登録年月日

現在の状況

介護老人保健施設〇〇〇
（例１）法人内の施設（●●園）で就労中
（例２）○○の理由により○年○日に帰国（例） 令和２年４月１日～令和５年３月３１日

Tottori Ichirouuu
（トツトリ　イチロウ）

鳥取県○○市○○町 2000/1/1

　　留学生の現況一覧表

NO 修学期間
氏名

（日本語表記）
住所 生年月日 国籍

在留期間
始期

在留期間
終期

日本語学校 介護福祉士養成施設



別紙２（様式第３号関係）

氏　名

就労契約期間

　　上記の者は本施設に在職していることを証明します。

鳥取県知事　様

年 月 日

施 設 長

住 所

施 設 名

在職証明書

（日本語表記）

生 年 月 日


